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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定光を照射した被検眼からの戻り光と参照光とによる共通のＯＣＴ信号を処理するこ
とで得られる前記被検眼の断層輝度画像及び偏光断層画像を取得する断層画像取得手段と
、
　前記偏光断層画像における偏光解消領域を抽出することにより、偏光解消性を有するＲ
ＰＥ層及び病変部を抽出する抽出手段と、
　前記偏光断層画像における前記抽出された病変部の位置と前記断層輝度画像の輝度値と
を用いて、前記断層輝度画像における一部の領域であって、前記抽出された病変部に対応
する一部の領域を検出する検出手段と、
　前記検出された一部の領域のサイズに関する情報を取得する情報取得手段と、
　前記取得されたサイズに関する情報を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記検出手段は、前記偏光断層画像における前記抽出された病変部の位置を用いて前記
断層輝度画像における前記一部の領域の位置を検出し、前記検出された位置と前記断層輝
度画像の輝度値とを用いて前記一部の領域の輪郭を検出し、
　前記情報取得手段は、前記検出された輪郭を用いて前記一部の領域のサイズに関する情
報を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
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　前記検出手段は、前記検出された位置をシードポイントとして、前記断層輝度画像の輝
度値が閾値以下となるまで領域拡張処理を行うことにより、前記一部の領域の輪郭を検出
することを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記断層画像取得手段は、前記戻り光と前記参照光との干渉光を複数の偏光成分の光に
分割し、分割して得た複数の偏光成分の光に対応する複数の前記共通のＯＣＴ信号に基づ
いて、前記偏光断層画像及び前記断層輝度画像を生成することを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記断層画像取得手段は、前記画像処理装置に通信可能に接続された断層撮影装置から
の出力に基づいて、前記偏光断層画像を生成することを特徴とする請求項４に記載の画像
処理装置。
【請求項６】
　前記偏光断層画像は、ＤＯＰＵ画像であり、
　前記病変部は、硬性白斑領域であり、
　前記サイズに関する情報は、前記検出された一部の領域の体積、面積、幅、外周長の少
なくとも１つであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像処理装
置。
【請求項７】
　前記偏光断層画像と前記断層輝度画像とは、画像上での前記被検眼の部位の位置が互い
に対応付いており、
　前記検出手段は、前記断層輝度画像を用いて抽出されたＲＰＥ層の位置と前記偏光断層
画像における前記抽出された病変部の位置と前記断層輝度画像の輝度値とを用いて、前記
一部の領域を検出することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像処理
装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記検出された一部の領域を識別可能に、前記断層輝度画像、前
記断層輝度画像に関するボリュームデータを用いて生成されたマップ、前記偏光断層画像
に関するボリュームデータを用いて生成されたマップのうち少なくとも１つを前記表示手
段に表示させることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記検出手段は、前記偏光断層画像における前記抽出された病変部の位置と前記断層輝
度画像の輝度値とを用いて、前記断層輝度画像における複数の一部の領域であって、前記
抽出された病変部に対応する複数の一部の領域を検出し、
　前記情報取得手段は、前記検出された複数の一部の領域のサイズに関する複数の情報を
取得し、
　前記表示制御手段は、前記検出された複数の一部の領域を識別可能に、前記断層輝度画
像、前記断層輝度画像に関するボリュームデータを用いて生成されたマップ、前記偏光断
層画像に関するボリュームデータを用いて生成されたマップのうち少なくとも１つを前記
表示手段に表示させ、前記検出された複数の一部の領域と対応させて前記取得されたサイ
ズに関する複数の情報を前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記取得されたサイズに関する複数の情報のうち少なくとも１つ
が検者からの指示に応じて選択された場合には、前記重ねて表示されている複数の一部の
領域のうち、前記選択された少なくとも１つの情報に対応する少なくとも１つの一部の領
域が識別可能に前記表示手段に表示されることを特徴とする請求項９に記載の画像処理装
置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記重ねて表示されている複数の一部の領域のうち少なくとも１
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つが検者からの指示に応じて選択された場合には、前記取得されたサイズに関する複数の
情報のうち、前記選択された少なくとも１つの一部の領域に対応する少なくとも１つの情
報が識別可能に前記表示手段に表示されることを特徴とする請求項９または１０に記載の
画像処理装置。
【請求項１２】
　測定光を照射した被検眼からの戻り光と参照光とによる共通のＯＣＴ信号を処理するこ
とで得られる前記被検眼の断層輝度画像及び偏光断層画像を取得する工程と、
　前記偏光断層画像における偏光解消領域を抽出することにより、偏光解消性を有するＲ
ＰＥ層及び病変部を抽出する工程と、
　前記偏光断層画像における前記抽出された病変部の位置と前記断層輝度画像の輝度値と
を用いて、前記断層輝度画像における一部の領域であって、前記抽出された病変部に対応
する一部の領域を検出する工程と、
　前記検出された一部の領域のサイズに関する情報を取得する工程と、
　前記取得されたサイズに関する情報を表示手段に表示させる工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の画像処理方法の各工程をコンピュータに実行させることを特徴とす
るプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼の偏光断層画像を処理する画像処理装置及び画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、低コヒーレンス光による干渉を利用した光断層画像撮像（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏ
ｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＯＣＴ）装置（以下、ＯＣＴ装置と記載）が実
用化されている。これは、被検査物の断層画像を高分解能で且つ非侵襲に取得することが
できる。そのため、ＯＣＴ装置は、特に眼科領域において、被検眼の眼底の断層画像を得
るうえで、必要不可欠な装置になりつつある。また、眼科領域以外でも、皮膚の断層観察
や、内視鏡やカテーテルとして構成して、消化器、循環器の壁面断層画像撮像等が試みら
れている。
【０００３】
　眼科用ＯＣＴ装置においては、眼底組織の形状をイメージングする通常のＯＣＴ画像（
輝度画像とも言う）に加えて、眼底組織の光学特性や動き等をイメージングする機能ＯＣ
Ｔ画像の取得が試みられている。特に、神経線維層や網膜層の描出が可能な偏光ＯＣＴ装
置は、機能ＯＣＴ装置の一つとして開発されており、緑内障や加齢黄斑変性などを対象と
した研究が進められている。また、偏光ＯＣＴ装置を用いて網膜層に生じた変異を検出し
、疾患の進行や治療効果を判断するための研究も進められている。
【０００４】
　偏光ＯＣＴ装置は、眼底組織の光学特性の一つである偏光パラメータ（リターデーショ
ン、オリエンテーション、ＤＯＰＵ（Ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　
ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ））を用いて偏光ＯＣＴ画像を構成し、眼底組織の区別やセグメン
テーションを行うことができる。一般的に、偏光ＯＣＴ装置は波長板（例えば、λ／４板
やλ／２板）を用いることで、ＯＣＴ装置の測定光と参照光の偏光状態を任意に変化させ
られるように光学系が構成されている。光源から出射される光の偏光を制御し、試料を観
察する測定光に所望の偏光状態に変調した光を用い、干渉光を２つの直交する直線偏光と
して分割して検出して、偏光ＯＣＴ画像を生成する。ここで、閾値処理により決定される
ＤＯＰＵパラメータによって再構成されるＤＯＰＵ画像から、偏光解消領域（偏光解消性
を持つ領域）の一つである網膜の網膜色素上皮（ＲＰＥ：Ｒｅｔｉｎａｌ　ｐｉｇｍｅｎ
ｔ　ｅｐｉｔｈｅｌｉｕｍ）層を特異的に描出する方法が非特許文献１に開示されている
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。ここで、偏光解消は、被検体において偏光が解消される度合いを表す指標である。偏光
解消は、例えば、組織内の微小構造（例えばメラニン）で測定光の反射により、偏光の方
向や位相がランダムに変化する事に起因すると考えられている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　３（１１），
Ｓｔｅｆａｎ　Ｚｏｔｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．“Ｌａｒｇｅ－ｆｉｅｌｄ　ｈｉｇｈ－ｓｐ
ｅｅｄ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｄｏｍａ
ｉｎ　ＯＣＴ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏ
ｌｏｇｙ”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、ＤＯＰＵ画像は、偏光ＯＣＴ装置によって取得される断層画像データを用いて
算出されるＤＯＰＵパラメータを領域ごとに計算して２次元的に再構成したものである。
また、ＤＯＰＵパラメータは光の偏光度を示すパラメータであり、０から１までの値をと
る。検出する光が完全偏光の場合に１となり、逆に偏光状態が不均一になっており、偏光
状態が全くそろわない無偏光の場合に０の値をとる。偏光解消領域の偏光度は、他の組織
からの戻り光に比べて低い値となる。ＤＯＰＵパラメータは、各画素に対して計算する事
ができるが、当該画素を含む一定範囲の空間の偏光状態を統計的に処理する（平均値を求
める）ため、ＤＯＰＵ画像は通常の輝度画像などに比べ、解像度が低下する。結果として
、偏光解消領域の正しい輪郭（範囲）を捉えることが難しかった。
【０００７】
　本発明の目的の一つは、偏光解消領域の輪郭（範囲）を精度良く求めることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る画像処理装置の一つは、
　測定光を照射した被検眼からの戻り光と参照光とによる共通のＯＣＴ信号を処理するこ
とで得られる前記被検眼の断層輝度画像及び偏光断層画像を取得する断層画像取得手段と
、
　前記偏光断層画像における偏光解消領域を抽出することにより、偏光解消性を有するＲ
ＰＥ層及び病変部を抽出する抽出手段と、
　前記偏光断層画像における前記抽出された病変部の位置と前記断層輝度画像の輝度値と
を用いて、前記断層輝度画像における一部の領域であって、前記抽出された病変部に対応
する一部の領域を検出する検出手段と、
　前記検出された一部の領域のサイズに関する情報を取得する情報取得手段と、
　前記取得されたサイズに関する情報を表示手段に表示させる表示制御手段と、を有する
。
【００１１】
　また、本発明に係る画像処理方法の一つは、
　測定光を照射した被検眼からの戻り光と参照光とによる共通のＯＣＴ信号を処理するこ
とで得られる前記被検眼の断層輝度画像及び偏光断層画像を取得する工程と、
　前記偏光断層画像における偏光解消領域を抽出することにより、偏光解消性を有するＲ
ＰＥ層及び病変部を抽出する工程と、
　前記偏光断層画像における前記抽出された病変部の位置と前記断層輝度画像の輝度値と
を用いて、前記断層輝度画像における一部の領域であって、前記抽出された病変部に対応
する一部の領域を検出する工程と、
　前記検出された一部の領域のサイズに関する情報を取得する工程と、
　前記取得されたサイズに関する情報を表示手段に表示させる工程と、を有する。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明の一つによれば、偏光解消領域の輪郭（範囲）を精度良く求めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態における偏光ＯＣＴ装置の全体構成の概略図である。
【図２】本実施形態における、信号処理部１４４で生成される画像の例である。
【図３】本実施形態における、撮像のフローである。
【図４】本実施形態における、硬性白斑の検出を説明する図である。
【図５】本実施形態における、画像表示画面を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本実施形態に係る画像処理装置の一つは、被検眼の偏光断層画像（例えば、ＤＯＰＵ画
像）における偏光解消領域（偏光解消性を持つ領域）を抽出する抽出手段を有する。ここ
で、抽出手段は、偏光断層画像から偏光解消領域を直接的に抽出しても良いし、偏光断層
画像が生成される前の信号から偏光解消領域に対応する信号を抽出しても良い。また、偏
光解消領域は、例えば、ＲＰＥ層や硬性白斑を含む領域である。また、本実施形態に係る
画像処理装置の一つは、偏光断層画像に対応する被検眼の断層輝度画像における、抽出さ
れた偏光解消領域に対応する領域を検出する検出手段を有する。ここで、検出手段は、断
層輝度画像からこの領域を直接的に検出しても良いし、断層輝度画像が生成される前の信
号からこの領域に対応する信号を検出しても良い。これにより、偏光解消領域の輪郭（範
囲）を精度良く求めることができる。
【００１７】
　また、本実施形態に係る画像処理装置の一つは、検出された領域を断層輝度画像に重ね
て表示手段に表示させる表示制御手段を有する。これにより、偏光解消領域を精度良く表
示させることができる。
【００１８】
　また、本実施形態に係る画像処理装置の一つは、検出された領域のサイズを算出する算
出手段を有する。ここで、検出された領域のサイズは、偏光断層画像が３次元画像である
場合には体積であることが好ましい。また、偏光断層画像が２次元画像である場合には面
積であることが好ましい。もちろん、偏光断層画像が３次元画像であっても、検出された
領域のサイズとして面積が算出されても良い。なお、検出された領域のサイズは、体積や
面積以外に、幅や外周長等であっても良い。これにより、偏光解消領域のサイズを精度良
く求めることができる。
【００１９】
　ここで、ＤＯＰＵ画像を用いて、糖尿病網膜症患者に生じる硬性白斑を、偏光解消領域
として抽出することもできる。硬性白斑は、偏光解消性を持つ変性部位であり、糖尿病網
膜症患者における疾患の進行との関連性が研究されている。本実施形態に係る画像処理装
置の一つによれば、偏光解消領域は硬性白斑であっても良く、このとき、硬性白斑の輪郭
を精度良く求めることができる。また、硬性白斑を精度良く表示させることができる。こ
れにより、硬性白斑の進行や治療効果の確認等の経過観察において、ユーザはモニタに表
示された硬性白斑を確認しながら、硬性白斑のサイズや数の変化を容易に確認することが
できる。また、硬性白斑のサイズを精度良く求めることができる。これにより、硬性白斑
の進行や治療効果の確認等の経過観察において、硬性白斑のサイズや数の変化を定量的に
評価することができる。
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を用いて詳細に説明する。
【００２１】
　［装置の全体構成］
　図１は、本実施形態における断層撮影装置の一例である偏光ＯＣＴ装置の全体構成の概
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略図である。本実施形態では、ＳＳ（Ｓｗｅｐｔ　Ｓｏｕｒｃｅ）－ＯＣＴによる偏光Ｏ
ＣＴ装置について説明する。ただし、本発明はこれに限定されるものではなく、ＳＤ（Ｓ
ｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｏｍａｉｎ）－ＯＣＴによる偏光ＯＣＴ装置に対しても適用すること
ができる。
【００２２】
　＜偏光ＯＣＴ装置１００の構成＞
　偏光ＯＣＴ装置１００の構成について説明する。光源１０１は、波長掃引型（Ｓｗｅｐ
ｔ　Ｓｏｕｒｃｅ：以下ＳＳ）光源であり、例えば、掃引中心波長１０５０ｎｍ、掃引幅
１００ｎｍで掃引しながら光を出射する。光源１０１から出射された光は、シングルモー
ドファイバ（以下ＳＭファイバと記載）１０２、偏光制御器１０３コネクタ１０４、ＳＭ
ファイバ１０５、ポラライザ１０６、偏波保持（Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｍａｉｎｔ
ａｉｎｉｎｇ：ＰＭ）ファイバ（以下ＰＭファイバと記載）１０７、コネクタ１０８、Ｐ
Ｍファイバ１０９を介して、ビームスプリッタ１１０に導かれ、測定光（ＯＣＴ測定光と
も言う）と参照光（ＯＣＴ測定光に対応する参照光とも言う）に分岐される。ビームスプ
リッタ１１０の分岐比は、９０（参照光）：１０（測定光）である。偏光制御器１０３は
光源１０１から射出する光の偏光を所望の偏光状態へ変化させることが出来る。一方、ポ
ラライザ１０６は特定の直線偏光成分のみを通過させる特性を持つ光学素子である。通常
光源１０１から射出される光は偏光度が高く、特定の偏光方向を持つ光が支配的であるが
、ランダム偏光成分と呼ばれる、特定の偏光方向を持たない光が含まれている。このラン
ダム偏光成分は偏光ＯＣＴ画像の画質を悪化させることが知られており、ポラライザによ
ってランダム偏光成分をカットしてやる。なお、ポラライザ１０６を通過できるのは特定
の直線偏光状態の光のみであるため、所望の光量が被検眼１１８に入射するように偏光制
御器１０３によって偏光状態を調整する。
【００２３】
　分岐された測定光は、ＰＭファイバ１１１を介して出射され、コリメータ１１２によっ
て平行光とされる。平行光となった測定光は１／４波長板１１３を透過したのち、被検眼
１１８の眼底Ｅｒにおいて測定光を走査するガルバノスキャナ１１４、スキャンレンズ１
１５、フォーカスレンズ１１６を介して被検眼１１８に入射する。ここで、ガルバノスキ
ャナ１１４は単一のミラーとして記載したが、実際は被検眼１１８の眼底Ｅｒをラスター
スキャンするように２枚のガルバノスキャナによって構成している。もちろん、光を２次
元方向に走査可能な単一のミラーで構成しても良い。また、２枚のガルバノスキャナを近
接して配置しても良いし、両方とも被検眼１１８の前眼部に対して光学的に共役な位置に
配置しても良い。また、フォーカスレンズ１１６はステージ１１７上に固定されており、
光軸方向に動くことで、フォーカス調整することが出来る。ガルバノスキャナ１１４とス
テージ１１７は駆動制御部１４５によって制御され、被検眼１１８の眼底Ｅｒの所望の範
囲（断層画像の取得範囲、断層画像の取得位置、測定光の照射位置とも言う）で測定光を
走査することが出来る。また１／４波長板１１３は、１／４波長板の光学軸と、その光学
軸に対して直交する軸との間の位相を１／４波長分だけ遅延させる特性を持つ光学素子で
ある。本実施形態ではＰＭファイバ１１１より射出する測定光の直線偏光の方向に対して
１／４波長板の光学軸を４５°だけ光軸を回転軸として回転させ、被検眼１１８に入射す
る光を円偏光とする。
【００２４】
　なお、本実施形態では詳細な説明はしていないが、眼底Ｅｒの動きを検出し、ガルバノ
スキャナ１１４のミラーを眼底Ｅｒの動きに追従させて走査させるトラッキング機能が付
与されていても、本実施形態の方法が適用可能である。その場合、トラッキング方法につ
いては一般的な技術を用いて行うことが可能であり、リアルタイムで行うことも、ポスト
プロセッシングで行うことも可能である。例えば、走査型レーザ検眼鏡（Ｓｃａｎｎｉｎ
ｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ：ＳＬＯ）を用いる方法がある。これは
眼底Ｅｒについて、ＳＬＯを用いて光軸に対して垂直な面内の２次元画像を経時的に取得
し、画像中の血管分岐などの特徴箇所を抽出する。取得する２次元画像中の特徴箇所がど
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のように動いたかを眼底Ｅｒの移動量として算出し、算出した移動量をガルバノスキャナ
１１４にフィードバックすることでリアルタイムトラッキングを行うことが出来る。
【００２５】
　測定光は、ステージ１１７上に乗ったフォーカスレンズ１１６により、被検眼１１８に
入射し、眼底Ｅｒにフォーカスされる。眼底Ｅｒを照射した測定光は各網膜層で反射・散
乱し、上述の光学経路をビームスプリッタ１１０に戻る。ビームスプリッタ１１０に入射
した測定光の戻り光はＰＭファイバ１２６を経由し、ビームスプリッタ１２８に入射する
。
【００２６】
　一方、ビームスプリッタ１０６で分岐された参照光は、ＰＭファイバ１１９を介して出
射され、コリメータ１２０によって平行光とされる。参照光は１／２波長板１２１、分散
補償ガラス１２２、ＮＤフィルタ１２３、コリメータ１２４を介し、ＰＭファイバ１２７
に入射する。コリメータレンズ１２４とＰＭファイバ１２７の一端はコヒーレンスゲート
ステージ１２５の上に固定されており、被検者の眼軸長の相違等に対応して光軸方向に駆
動するように、駆動制御部１４５で制御される。１／２波長板１２１は、１／２波長板の
光学軸と、その光学軸に対して直交する軸との間の位相を１／２波長分だけ遅延させる特
性を持つ光学素子である。本実施形態ではＰＭファイバ１１９より射出する参照光の直線
偏光がＰＭファイバ１２７において長軸が４５°傾いた偏光状態となるように調整する。
なお本実施形態では参照光の光路長を変更しているが、測定光の光路と参照光の光路との
光路長差を変更出来ればよい。
【００２７】
　ＰＭファイバ１２７を通過した参照光はビームスプリッタ１２８に入射する。ビームス
プリッタ１２８では参照光の戻り光と参照光が合波されて干渉光とされた上で二つに分割
される。分割される干渉光は互いに反転した位相の干渉光（以下、正の成分および負の成
分と表現する）となっている。分割された干渉光の正の成分はＰＭファイバ１２９、コネ
クタ１３１、ＰＭファイバ１３３を経由して偏光ビームスプリッタ１３５に入射する。一
方、干渉光の負の偏光成分はＰＭファイバ１３０、コネクタ１３２、ＰＭファイバ１３４
を経由して偏光ビームスプリッタ１３６に入射する。
【００２８】
　偏光ビームスプリッタ１３５および１３６では、直交する二つの偏光軸に合わせて干渉
光が分割され、垂直（Ｖｅｒｔｉｃａｌ）偏光成分（以下、Ｖ偏光成分）と水平（Ｈｏｒ
ｉｚｏｎｔａｌ）偏光成分（以下、Ｈ偏光成分）の二つの光にそれぞれ分割される。偏光
ビームスプリッタ１３５に入射した正の干渉光は偏光ビームスプリッタ１３５において正
のＶ偏光成分と正のＨ偏光成分の二つの干渉光に分割される。分割された正のＶ偏光成分
はＰＭファイバ１３７を経由してディテクタ１４１に入射し、正のＨ偏光成分はＰＭファ
イバ１３８を経由してディテクタ１４２に入射する。一方、偏光ビームスプリッタ１３６
に入射した負の干渉光は偏光ビームスプリッタ１３６において負のＶ偏光成分と負のＨ偏
光成分に分割される。負のＶ偏光成分はＰＭファイバ１３９を経由してディテクタ１４１
に入射し、負のＨ偏光成分はＰＭファイバ１４０を経由してディテクタ１４２に入射する
。
ディテクタ１４１および１４２はいずれも差動検出器となっており、位相が１８０°反転
した二つの干渉信号が入力すると、直流成分を除去し、干渉成分のみを出力する。
ディテクタ１４１で検出された干渉信号のＶ偏光成分とディテクタ１４２で検出された干
渉信号のＨ偏光成分はそれぞれ光の強度に応じた電気信号として出力され、断層画像生成
部の一例である信号処理部１４４に入力する。
【００２９】
　＜制御部１４３＞
　本実施形態に係る画像処理装置の一例である制御部１４３について説明する。制御部１
４３は、本実施形態に係る断層撮影装置と通信可能に接続されている。なお、制御部１４
３は、断層撮影装置と一体に設けられても良いし、別々に設けられても良い。ここで、制
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御部１４３は、信号処理部１４４、駆動制御部１４５、表示部１４６によって構成される
。駆動制御部１４５は、上述の通りに各部を制御する。信号処理部１４４は、ディテクタ
１４１、１４２から出力される信号に基づき、画像の生成、生成された画像の解析、解析
結果の可視化情報の生成を行う。すなわち、信号処理部１４４は表示制御手段の機能を有
し、信号処理部１４４は、信号処理部１４４で生成される画像や解析結果を表示部１４６
の表示画面に表示させることができる。なお、表示制御手段は、信号処理部１４４は別々
に設けられても良い。ここで、表示部１４６は、例えば液晶等のディスプレイである。な
お、信号処理部１４４で生成された画像データは、表示部１４６に有線で送信されても良
いし、無線で送信されても良い。また、本実施形態において表示部１４６等は制御部１４
３に含まれているが、本発明はこれに限らず、制御部１４３とは別に設けられても良く、
例えばユーザが持ち運び可能な装置の一例であるタブレットでも良い。この場合、表示部
にタッチパネル機能を搭載させ、タッチパネル上で画像の表示位置の移動、拡大縮小、表
示される画像の変更等を操作可能に構成することが好ましい。
【００３０】
　［画像処理］
　次に、信号処理部１４４における画像生成について説明する。信号処理部１４４は、デ
ィテクタ１４１、１４２から出力された干渉信号に対して、一般的な再構成処理を行うこ
とで、各偏光成分に基づいた２つの断層画像である、Ｈ偏光成分に対応する断層画像と、
Ｖ偏光成分に対応する断層画像を生成する。
【００３１】
　まず、信号処理部１４４は、干渉信号から固定パターンノイズ除去を行う。固定パター
ンノイズ除去は検出した複数のＡスキャン信号を平均することで固定パターンノイズを抽
出し、これを入力した干渉信号から減算することで行われる。次に、信号処理部１４４は
、有限区間でフーリエ変換した場合にトレードオフの関係となる、深さ分解能とダイナミ
ックレンジを最適化するために、窓関数処理を行う。本実施形態ではコサインテーパーに
よる窓関数処理を行う。その後、ＦＦＴ処理を行う事によって断層信号を生成する。以上
の処理を２つの偏光成分の干渉信号に対して行うことにより、２つの断層画像が生成され
る。なお、窓関数処理の方法はコサインテーパーに限定されず、術者が目的に合わせて任
意に選択してよい。他の窓関数処理、例えばガウシアン窓関数、ハニング窓関数など、一
般的に知られる窓関数処理が適用可能である。
【００３２】
　＜輝度画像（断層輝度画像）の生成＞
　信号処理部１４４は、前述した２つの断層信号から輝度画像を生成する。輝度画像は従
来のＯＣＴにおける断層画像と基本的に同じもので、本明細書では断層輝度画像とも呼ぶ
。断層輝度画像の画素値ｒは、ディテクタ１４１、１４２から得られるＨ偏光成分の振幅
ＡＨおよびＶ偏光成分の振幅ＡＶから式１によって計算される。
【００３３】
【数１】

　図２（ａ）に視神経乳頭部の輝度画像の例を示す。また、ガルバノスキャナ１１４によ
ってラスタースキャンすることにより、被検眼１１８の眼底ＥｒのＢスキャン画像を構成
し、さらに眼底上の位置が異なる複数のＢスキャン像を副走査方向に取得することで、輝
度画像のボリュームデータを生成する。
【００３４】
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　＜ＤＯＰＵ画像生成＞
　信号処理部１４４は、取得した振幅ＡＨ、ＡＶとそれらの間の位相差ΔΦから、各画素
毎にストークスベクトルＳを式２により計算する。
【００３５】
【数２】

　ただし、ΔΦは２つの断層画像を計算する際に得られる各信号の位相ΦＨとΦＶからΔ
Φ＝ΦＶ－ΦＨとして計算する。
【００３６】
　次に、信号処理部１４４は、各Ｂスキャン画像を概ね計測光の主走査方向に７０μｍ、
深度方向に１８μｍ程度のサイズのウィンドウを設定し、各ウィンドウ内において式２で
画素毎に計算されたストークスベクトルの各要素を平均し、当該ウィンドウ内の偏光の均
一性ＤＯＰＵ（Ｄｅｇｒｅｅ　Ｏｆ　Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ
）を式３により計算する。
【００３７】

【数３】

　ただし、Ｑｍ、Ｕｍ、Ｖｍは各ウィンドウ内のストークスベクトルの要素Ｑ、Ｕ、Ｖを
平均した値である。この処理をＢスキャン画像内の全てのウィンドウに対して行うことで
、図２（ｂ）に示す視神経乳頭部のＤＯＰＵ画像（偏光の均一度を示す断層画像とも言う
）が生成される。
【００３８】
　ＤＯＰＵは偏光の均一性を表す数値であり、偏光が保たれている個所においては１に近
い数値となり、偏光が解消された保たれない箇所においては１よりも小さい数値となるも
のである。網膜内の構造においては、ＲＰＥ層が偏光状態を解消する性質があるため、Ｄ
ＯＰＵ画像においてＲＰＥ層に対応する部分は、他の領域に対してその値が小さくなる。
図２（ｂ）において、濃淡が淡い場所２１０がＲＰＥ層を示しており、濃淡が濃い場所２
２０は偏光が保たれている網膜層領域を示している。ＤＯＰＵ画像は、ＲＰＥ層等の偏光
を解消する層を画像化しているので、病気などによりＲＰＥ層が変形している場合におい
ても、輝度の変化よりも確実にＲＰＥ層を画像化出来る。ＤＯＰＵ画像も輝度画像と同様
に、上記で得られるＢスキャン画像のおけるＤＯＰＵ画像を副走査方向に並べ、ＤＯＰＵ
画像のボリュームデータを生成することが可能である。なお、本明細書において、ＤＯＰ
Ｕ画像やリターデーション画像等を、偏光断層画像とも言うことにする。また、本明細書
において、ＤＯＰＵ画像を、偏光解消性を示す画像とも言うことにする。また、本明細書
において、リターデーション画像のボリュームデータから生成されたリターデーションマ
ップや複屈折マップ等を、偏光眼底画像とも言うことにする。
【００３９】
　［処理動作］
　次に本偏光ＯＣＴ装置における処理動作について説明する。図３は、本偏光ＯＣＴ装置
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における処理動作を示すフローチャートである。
【００４０】
　＜調整＞
　まず、ステップＳ１０１において、被検眼を本装置に配置した状態で、本装置と被検眼
のアライメントを行う。なお、ワーキングディスタンス等のＸＹＺ方向のアライメント、
フォーカス、コヒーレンスゲートの調整等は一般的であるのでその説明は省略する。
【００４１】
　＜撮像＞～＜画像生成＞
　ステップＳ１０２～Ｓ１０３において、光源１０１から光を射出し、測定光および参照
光を生成する。測定光が被検眼１１８の網膜Ｅｒより反射、または散乱した戻り光と参照
光との干渉光をディテクタ１４１および１４２で受光し、信号処理部１４４で前述のとお
り各画像を生成する。
【００４２】
　＜解析＞
　（ＤＯＰＵ画像における硬性白斑を検出）
　信号処理部１４４はステップＳ１０４において、作成されたＤＯＰＵ画像における硬性
白斑を検出する。図４に硬性白斑の含まれる輝度画像４１０（図４（ａ））およびＤＯＰ
Ｕ画像４１１、４１２（図４（ｂ、ｃ））の例を示す。ＤＯＰＵ画像は測定対象となる物
質の偏光解消性を画像化するものである。図４（ａ）に示す輝度画像４１０では、偏光解
消性を有する硬性白斑領域４０１およびＲＰＥ層４０２と共に、網膜を構成する断層が描
出される。一方、図４（ｂ）に示すＤＯＰＵ画像４１１では偏光解消領域が描出される。
本実施形態においてはＤＯＰＵ画像として描出するＤＯＰＵの閾値を０．７５とし、それ
よりも偏光解消性の高い領域、つまり反射、散乱による戻り光の偏光度が低くなる領域に
ついて、ＤＯＰＵ＜０．７５の領域をＤＯＰＵ画像として描出している。結果として硬性
白斑領域４０３およびＲＰＥ層４０４がＤＯＰＵ画像４１１として描出される。なお、本
実施形態ではＤＯＰＵの閾値を０．７５としたがこれに限定されるものではない。検者が
測定対象、測定の目的等に応じて任意に設定可能である。
【００４３】
　本実施形態において信号処理部１４４は、ＤＯＰＵ画像４１１からＲＰＥ層４０４を特
定し、偏光解消領域から特定されたＲＰＥ層４０４を除外することにより、硬性白斑領域
４０３を抽出する。抽出の方法としては、硬性白斑領域４０３がＲＰＥ層４０４より内層
側に存在する事や、連続的な層構造を持たないという形状的な特徴を利用することができ
る。例えば輝度画像４１０を用いて層のセグメンテーションを行ってＲＰＥ層４０２の座
標を算出し、ＤＯＰＵ画像４１１においてその座標近傍のＤＯＰＵデータを除く方法や、
ＤＯＰＵ画像４１１からＧｒａｐｈ　Ｃｕｔ法などの手法によってＤＯＰＵ密度の高い領
域を抽出し、それによってフィッティングされるライン近傍のＤＯＰＵデータを除く方法
などがある。以上の処理を加えることで、ＤＯＰＵ画像において硬性白斑領域４０３を特
異的に抽出することが出来る（図４（ｃ））。信号処理部１４４は、これらの処理を取得
したＤＯＰＵ画像のボリュームデータを構成する全てのＢスキャン画像に対して実施する
ことで、ボリュームデータ内の硬性白斑領域を特異的に抽出する。
【００４４】
　（ＤＯＰＵ画像において検出された硬性白斑を用いて輝度画像の硬性白斑位置を特定）
　信号処理部１４４は、硬性白斑領域４０３を特異的に抽出したのち、ＤＯＰＵ画像４１
２からその座標値を取得する。上述した通り、ＤＯＰＵ画像は取得した振幅ＡＨ、ＡＶと
それらの間の位相差ΔΦから、画素毎にストークスベクトルＳを求め、得られたストーク
スベクトルＳの各要素を平均することで得られるＤＯＰＵをＢスキャン画像内で行うこと
で生成される。そのため、画像サイズや画素ピッチなどは同一である。すなわち、ＤＯＰ
Ｕ画像と断層輝度画像との位置関係は対応付いている。もちろん、ＤＯＰＵ画像と断層輝
度画像とが、別々のタイミングあるいは別々の光学系で取得されたものであっても良い。
この場合、画像相関等を用いてこれらの画像を位置合わせすることにより、互いの位置関
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係を対応付けることができる。そのため、ＤＯＰＵ画像４１２で取得される座標値を輝度
画像４１０に適用することで、ＤＯＰＵ画像４１２内の硬性白斑４０３の位置を輝度画像
４１０において特定することが出来る。
【００４５】
　図４（ｄ）に硬性白斑領域４０１を拡大した図を示す。硬性白斑領域４０３には硬性白
斑４２０～４２７に対応するＤＯＰＵ画像が含まれている。ここで、信号処理部１４４は
、それぞれの硬性白斑の座標を算出するが、各硬性白斑の一部が含まれていればよく、各
硬性白斑の面積全体の座標情報は必須ではない。例えばＤＯＰＵ画像４１２で取得される
座標値は、抽出される硬性白斑４２０～４２７それぞれの重心座標４２８～４３５や、そ
の他に、ＤＯＰＵ画像中のそれぞれの硬性白斑の最も左側に存在する画素の座標などが利
用できる。これらの処理を取得したＤＯＰＵ画像のボリュームデータを構成する全てのＢ
スキャン画像に対して実施することで、輝度画像のボリュームデータ内の硬性白斑の座標
を特定することが出来る。
【００４６】
　（輝度画像中の硬性白斑を特異的に検出）
　輝度画像４１０における硬性白斑４２０～４２７がどの座標にあるかが特定されたら、
次に信号処理部１４４は硬性白斑４２０～４２７を特異的に描出する。抽出に際し、本実
施形態では領域拡張法を用いるものとして説明するが、本発明はこれに限定されるもので
はない。空間的な初期位置に基づいて領域分割を行うどのようなアルゴリズムでも、初期
位置をＤＯＰＵ画像４１２において決定することで適用ができる。信号処理部１４４は硬
性白斑４２０～４２７の各々に対して特定された座標値に対して、各々種子点（シードポ
イント）を設定し、判定条件として輝度画像４１０に対する閾値を用いて領域拡張を行う
。すなわち、信号処理部１４４はＤＯＰＵ画像４１２で決定されたシードポイントから輝
度画像４１０において領域の拡張を開始し、輝度値が閾値以下となるまで拡張処理を行う
。閾値は実験的に決めることが可能であるが、さらに拡張の範囲がＤＯＰＵ画像４１２に
よって描出された硬性白斑の範囲を超えないように条件を付加することが望ましい。この
ように、ＤＯＰＵ画像によって特定された硬性白斑は、ＤＯＰＵパラメータの計算に必要
なウィンドウ処理の影響によって、その輪郭が実際よりも広がっている可能性があるが、
上記の処理は輝度画像に基づいて輪郭を決定しているため、より正確に硬性白斑の形状を
抽出する事ができる。なお、これらの処理は取得した輝度画像のボリュームデータを構成
する全てのＢスキャン画像に対して実施することができる。このとき、輝度画像のボリュ
ームデータ内の硬性白斑領域を特定することが出来る。もちろん、本発明は、１枚のＢス
キャン画像だけでも適用することは可能である。
【００４７】
　（輝度画像による硬性白斑の表示）
　上述の通りに硬性白斑４２０～４２７を抽出後、ステップＳ１０５において画像の出力
を行うことができる。画像の出力は表示部１４６によって行われる。ステップＳ１０４で
特定された輝度画像４１０中の硬性白斑４２０～４２７を判別しやすい状態で輝度画像４
１０に重ねて表示される。例えば、輝度画像４１０中の硬性白斑４２０～４２７は、輝度
画像４１０の他の領域との区別を容易にするために、輝度画像４１０に使用されていない
色（例えば、赤や黄色）で輝度画像４１０に重ねて表示される。
【００４８】
　以上説明した撮像装置および画像処理方法を用いることで、偏光解消性を有する病変部
位を特異的に表示することが可能となる。また、病変部位のサイズを正確に表示すること
が可能となる。本実施形態では偏光ＯＣＴ装置のみの構成としたが、例えば走査型レーザ
検眼鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ：ＳＬＯ）など
の眼底観察装置と組み合わせ、偏光ＯＣＴ装置の撮像位置との対応を付けることで、より
正確な診断を行うことが可能である。また、本実施形態では硬性白斑を対象としたが、こ
れに限定されるものではなく、眼底に生じる偏光解消性を有する病変の表示であれば、本
方法が適応可能である。また、本実施形態では偏光ＯＣＴ装置のＢスキャン画像に対して
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のみ画像表示方法を記したが、これに限定されるものではない。例えば偏光ＯＣＴ装置に
よって複数のＢスキャンによる３次元データを取得し、各Ｂスキャン画像に対して上述の
画像解析処理を行ったうえでボリュームデータとすることで、偏光解消性を有する病変部
位を３次元的に描出することが可能である。
【００４９】
　（輝度画像による硬性白斑領域の計算）
　上述の通りに輝度画像のボリュームデータを構成する全てのＢスキャン画像に対して硬
性白斑の領域を特定後、信号処理部１４４はボリュームデータ内の硬性白斑領域の体積を
算出することもできる。まず信号処理部１４４は、取得した輝度画像の全てのＢスキャン
画像を副走査方向（ｙ方向）に取得した順番で並べ、輝度画像のボリュームデータを作成
する。次に、各Ｂスキャン画像に対して特定した硬性白斑領域について、各Ｂスキャンの
副走査方向に連続するかまたは一部が接するピクセルを抽出し、結合する。抽出はＢスキ
ャン画像中の硬性白斑の抽出と同様に、領域拡張法を用いて実施する。最後に抽出した硬
性白斑のボクセルについて、ボリュームデータの縦（ｙ方向）、横（ｘ方向）、深さ（ｚ
方向）の各軸に対するピクセル分解能を考慮して体積を算出する。本実施形態では、縦６
ｍｍ、横８ｍｍ、深さ２ｍｍのボリュームを縦２５６ピクセル、横５１２ピクセル、深さ
１０２４ピクセルで撮像している。そのため、１ピクセルあたりの長さはそれぞれ、縦２
３μｍ、横１６μｍ、深さ２μｍとなる。これらの処理はボリュームデータ中に含まれる
各硬性白斑について算出される。
【００５０】
　上述の通り硬性白斑の体積が算出すると、体積値は抽出された硬性白斑それぞれに対応
してリストが表示部１４６に表示される。表示部１４６に表示される表示画面の例を図５
に示す。表示画面５０１には画像表示部５０２およびリスト表示部５２２が配置されてい
る。画像表示部５０１には生成したボリュームデータから得られるｘｙ面における輝度画
像マップ５２３および輝度画像のＢスキャン画像５０３が示される。なお、スライダ５２
１を動かすことで、取得した全てのＢスキャン画像の中から任意のＢスキャン画像を表示
することが可能となっている。一方、リスト表示部５２２にはリスト５０４が表示され、
抽出された硬性白斑の座標値及び体積値が対応付けられて表示される。
【００５１】
　術者がリスト５０４から任意の行を選択すると輝度画像マップ５２３およびＢスキャン
画像５０３の中の硬性白斑領域５０５～５１２および５１３～５２０のうち、対応する硬
性白斑領域がハイライト表示される。また、反対に、術者が輝度画像マップ５２３または
Ｂスキャン画像５２３に表示される硬性白斑領域５０５～５１２および５１３～５２０の
いずれかを選択すると、リスト５０４の対応する行がハイライト表示されるようになって
いる。
【００５２】
　なお、本実施形態では複数の硬性白斑についてそれぞれ体積値を算出したが、任意の範
囲に存在する硬性白斑の体積値を積算して表示しても良い。また、本実施形態では輝度画
像マップおよび輝度画像のＢスキャン画像を表示する例を示したが、これに限定されない
。セグメンテーション後のＥｎ　ｆａｃｅマップやＤＯＰＵ画像など、偏光ＯＣＴ装置で
取得、生成可能な全ての画像から任意に選択して表示してよい。
【００５３】
　以上説明した撮像装置および画像処理方法を用いることで、硬性白斑のより正確な体積
を算出することが可能である。本実施形態の中でも記載しているが、偏光ＯＣＴ装置のみ
の構成ではなく、例えば走査型レーザ検眼鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔ
ｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ：ＳＬＯ）などの眼底観察装置と組み合わせ、偏光ＯＣＴ装置の撮
像位置との対応を付けることで、より正確な算出を行うことが可能である。例えばＳＬＯ
によって取得される眼底画像を基に被検眼の動きをトラッキングし、被検眼の動き量を補
正してボリュームデータを生成することで、被検眼の動きによるＢスキャンごとの位置ず
れをなくし、正確に硬性白斑の面積および体積を算出ることが出来る。また、本実施形態
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では硬性白斑を対象としたが、これに限定されるものではなく、眼底に生じる偏光解消性
を有する病変部の領域の算出に対しては、本方法が適応可能である。また、本実施形態で
は偏光ＯＣＴ装置のボリュームデータを用いて硬性白斑の体積を算出する方法について記
載したが、これに限定されるものではない。例えば、Ｂスキャン画像を用いて偏光解消性
を有する病変部の面積を算出することや、Ｅｎ　ｆａｃｅ画像中の偏光解消性を有する病
変部の面積を算出することも可能である。
【００５４】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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